
議案第　　号

大津町公共下水道事業会計予算書

令 和 ４ 年 度





（総則）
第１条  令和４年度大津町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 10,871 戸
（２） 3,606,327 ㎥
（３） 9,688 ㎥
（４） 公共下水道施設整備費 592,030 千円

（収益的収入及び支出）
第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第１款 728,402 千円

第１項 454,386 千円
第２項 274,016 千円

支 出
第１款 763,166 千円

第１項 719,386 千円
第２項 41,230 千円
第３項 50 千円
第４項 2,500 千円

（資本的収入及び支出）
第４条

収 入
第１款 723,070 千円

第１項 263,300 千円
第２項 124,175 千円
第３項 324,701 千円
第４項 10,894 千円

令和４年度大津町公共下水道事業会計予算

水 洗 化 戸 数
年 間 有 収 水 量
一 日 平 均 処 理 水 量
主 な 建 設 改 良 費

下 水 道 事 業 収 益

下 水 道 事 業 費 用

予 備 費
特 別 損 失
営 業 外 費 用
営 業 費 用

営 業 外 収 益
営 業 収 益

 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
 196,841千円は、消費税及び地方消費税資本的支出調整額24,520千円、損益勘定留保資金172,321千円
 で補てんするものとする）。

企 業 債
資 本 的 収 入

負 担 金 及 び 分 担 金
補 助 金
出 資 金

―予１―



―予２―

支 出
第１款 919,911 千円

第１項 611,400 千円
第３項 306,011 千円
第６項 2,500 千円

（債務負担行為）
　　第５条　　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

企 業 債 償 還 金
建 設 改 良 費
資 本 的 支 出

予 備 費

金融機関と大津町との間に締結した損失補
償協定に基づいた範囲をもって限度額とす
る。

限度額

１．下水道計画区域内における水洗化促進を図るため、
水洗化改造資金を融資斡旋するにあたり金融機関（菊
池地域農業協同組合、㈱肥後銀行、㈱熊本銀行、熊本
県信用組合大津支店、熊本第一信用金庫）が融資した
資金の損失補償

２．融資枠　水洗化改造資金（１件）　５００千円

事項

自　　令和５年度

至　　令和８年度

期間



　（企業債）

限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円

1 . 公共下水道事業債 245,600 証書借入 ５％以内 ４０年以内

又は

証券発行

2 . 公共下水道事業債（特別措置分） 17,700

（一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　（１）（１）営業費用と営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　（１）（１）職員給与費（法定福利費を含む） 40,796 千円

（他会計からの補助金）
第１０条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、78,803千円である。

令和　４年　３月　　　日提出

大津町長　　金田　英樹

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額
　　　　に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金について、利率の見
直しを行った後においては
当該見直し後の利率。）

（うち据置期間５年以内）
半年賦元利均等償還又は
半年賦元金均等償還。
ただし、企業財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは繰上
げ償還又は低利に借り換
えることができる。

―予３―



大津町公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和　４　年度



収入

1 下水道事業収益 728,402

1 営業収益 454,386

1 下水道使用料 454,181

4 その他営業収益 205

2 営業外収益 274,016

1 受取利息及び配当金 2

2 補助金 58,452

4 長期前受金戻入 208,839

5 消費税及び地方消費税還付金 6,722

6 雑収益 1

支出

1 下水道事業費用 763,166

1 営業費用 719,386

1 管渠費 22,969

2 ポンプ場費 10,582

3 処理場費 194,940

4 総係費 55,451

5 減価償却費 435,444

2 営業外費用 41,230

1 支払利息及び企業債取扱諸費 41,229

3 消費税及び地方消費税 1

3 特別損失 50

2 過年度損益修正損 50

4 予備費 2,500

1 予備費 2,500

収 益 的 収 入 及 び 支 出

令和４年度大津町公共下水道事業会計予算実施計画

備考予定額（千円）目項款

款 項 目 予定額（千円） 備考

―説１―



―説２―

収入

1 資本的収入 723,070

1 企業債 263,300

1 建設改良債 263,300

2 出資金 124,175

1 出資金 124,175

3 補助金 324,701

1 国庫補助金 304,250

2 他会計補助金 20,451

4 負担金及び分担金 10,894

1 受益者負担金及び分担金 10,894

支出

1 資本的支出 919,911

1 建設改良費 611,400

1 建設改良費 611,400

3 企業債償還金 306,011

1 企業債償還金 306,011

6 予備費 2,500

1 予備費 2,500

款 項 目 予定額（千円） 備考

款 項 目 予定額（千円） 備考

資 本 的 収 入 及 び 支 出



（単位：円）

１．業務活動によるキャッシュ・フロー ２．投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失 △ 55,874,576 有形固定資産の取得による支出 △ 552,238,089

減価償却費 435,443,249 国庫補助金等による収入 276,590,909

賞与等引当金の増減額（△は減少） 2,000 他会計補助金による収入 20,451,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 7,000 受益者負担金による収入 9,903,636

貸倒引当金の増減額 223,660 基金積立 △ 881

長期前受金戻入額 △ 208,839,994 　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 245,293,425

受取利息及び受取配当金 △ 881

支払利息 41,137,723 ３．財務活動によるキャッシュ・フロー

未収金の増減額（△は増加） 3,878,000 企業債による収入 263,300,000

未払金の増減額（△は減少） 63,878,307 企業債の償還による支出 △ 306,010,321

　　　小計 279,840,488 他会計からの出資による収入 124,175,000

利息及び配当金の受取額 881 　財務活動によるキャッシュ・フロー 81,464,679

利息の支払額 △ 41,137,723

　業務活動によるキャッシュ・フロー 238,703,646 資金の増加額 74,874,900

資金期首残高 313,549,318

資金期末残高 388,424,218

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 （ 間 接 法 ）

―説３―



―説４―

1　総括

注：（）内は短時間勤務職員数

ア　会計年度任用職員以外の職員

注：（）内は短時間勤務職員数

1,234 3,051

比較 138 0 -67 0 0 △ 120 -66 0 309

時間外勤務手当
（千円）

退職手当
（千円）

本年度 738 924 168 393 14 120 6,912 1,234 3,360

職
員
手
当
の

　
　
　
内
訳

区分
扶養手当
（千円）

住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

管理職手当
（千円）

管理職特別勤務
手当（千円）

児童手当
（千円）

期末勤勉手当
（千円）

前年度 600 924 235 393 14 240 6,978

13,669 30,613 5,777 36,390

比　　　較 0 0 0 1,720 0 194 1,914 595 2,509

前　年　度 0 5（0） 0 16,944 0

本　年　度 0 5（0） 0 18,664 0

報酬
（千円）

手当
（千円）

計
区分

△ 120 -82 0

13,863 32,527 6,372 38,899

924 286 393 14

309

職員数 給与費 法定福
利費

（千円）

合計
（千円）特別職

（人）

240 7,251 1,234 3,051

比較 138 0 -32 0 0

一般職
（人）

その他
（人）

給料
（千円）

2,552

職
員
手
当
の

　
　
　
内
訳

区分
扶養手当
（千円）

住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

管理職手当
（千円）

管理職特別勤務
手当（千円）

児童手当
（千円）

期末勤勉手当
（千円）

時間外勤務手当
（千円）

退職手当
（千円）

本年度 738 924 254 393 14 120 7,169 1,234 3,360

前年度 600

比　　　較 0 0 0 1,720 0 213 1,933 619

40,796

前　年　度 0 5（0） 1 18,227 0 13,993 32,220 6,024 38,244

本　年　度 0 5（0） 1 19,947 0 14,206 34,153 6,643

給　与　費　明　細　書

区分

職員数 給与費
法定福利費
（千円）

合計
（千円）特別職

（人）
一般職
（人）

その他
（人）

給料
（千円）

報酬
（千円）

手当
（千円）

計



イ　会計年度任用職員

２　給料及び手当の増減額の明細

３　給料及び手当の状況

(1)職員１人当たり給与

（円）

（円）

（歳）

（円）

（円）

（歳）平 均 年 齢 36.0

平 均 年 齢 44.8

平 均 給 料 月 額 278,080

令和３年４月１日現在 平 均 給 与 月 額 307,480

区　　　　　　　　分 事務・技術職

平 均 給 料 月 額 300,420

令和４年４月１日現在 平 均 給 与 月 額 330,660

給　料 1,720 人事異動等に伴う増加分 1,720 一般職職員の平均昇給率1.68％

手　当 194 その他の増加分 194 扶養手当、児童手当、退職手当他

0

区分
増減額
（千円）

増減事由別内訳 説明

273 0 0

比較 0 0 35 0 0 0

職
員
手
当
の

　
　
　
内
訳

前年度 0 0 51 0 0 0

区分
住居手当
（千円）

通勤手当
（千円）

管理職手当
（千円）

管理職特別勤務
手当（千円）

児童手当
（千円）

期末勤勉手当
（千円）

0

0 0 86 0 0 0 257 0

-16

時間外勤務手当
（千円）

271

1,854

比　　　較 0 0 0 0 0 19 19 24 43

前　年　度 0 0 1 1,283 0 324 1,607 247

0 0 1 1,283 0 343 1,626

特別職
（人）

一般職
（人）

その他
（人）

給料
（千円）

報酬
（千円）

手当
（千円）

1,897

0

退職手当
（千円）

扶養手当
（千円）

本年度

区分

職員数 給与費 法定福
利費

（千円）

合計
（千円）計

本　年　度

―説５―



―説６―

(2)初任給

(3)級別職員数

級 級

（級別の基準となる職務）

２級 １級

係長、参事、主査の職務
特に高度な知識経験を必要と
する業務を行う主事、技師の
職務

主事、技師の職務
（２級に掲げる職員を除く）

事務職

７級 ６級 ５級 ４級
部長の職務及びその職務内容
等がこれと同程度のものとし
て長が規則で定める職の職務

課長の職務及びその職務内容
等がこれと同程度のものとし
て長が規則で定める職の職務

課長補佐の職務
主幹の職務及びその職務内容
等がこれと同程度のものとし
て長が規則で定める職の職務

３級

100
4級 0 0

令和３年４月１日現在

1級 1 20 6級 1

3級 2 40

5級 0 0 計 5

4級 1 20

20

2級 1 20 7級 0 0

20

2級 1 20 7級 0 0
令和４年４月１日現在

1級 1 20 6級 1

3級 0 0

5級 1 20 計 5 100

行政職 大学卒 182,200 182,200

区分
事務職

職員数 構成比（％） 職員数 構成比（％）

区　　　　分 事務職　　（円） 一般会計の制度　（円）

一般職
高校卒 150,600 150,600

短大卒 163,100 163,100



（4）昇給

(5)期末手当・勤勉手当

有
有
有

(6)その他の手当

児 童 手 当 同　　じ

扶 養 手 当 同　　じ

住 居 手 当 同　　じ

通 勤 手 当 同　　じ

一 般 会 計 の 制 度 2.225 2.225 4.45

区　　分 一般会計の制度との差異 差異の内容

本 年 度 2.225 2.225 4.45
前 年 度 2.225 2.225 4.45

区　　　　分
支給期別支給率 支給率計 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の

備　考
６月（月分） １２月（月分） （月分） 級 等 に よ る 加 算 措 置

前
　
年
　
度

職　　　員　　　数　（Ａ）　（人） 5 5
昇給に係る職員数　　（Ｂ）　（人） 5 5

号　級　数　別　内　訳

２号級　（人）

８号級　（人）
比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　（％） 100.0 100.0

４号級　（人） 5 5
６号級　（人）

本
　
年
　
度

区　　　　分 合　　　　計 事　　務　　職
職　　　員　　　数　（Ａ）　（人） 5 5
昇給に係る職員数　　（Ｂ）　（人） 4 4

８号級　（人）
比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　（％） 80.0 80.0

号　級　数　別　内　訳

２号級　（人）
４号級　（人） 4 4
６号級　（人）

―説７―



―説８―

期間 期間
国庫

補助金
企業債 その他

１．下水道計画区域内におけ
る水洗化促進を図るため、水
洗化改造資金を融資斡旋す
るにあたり金融機関（菊池地
域農業協同組合、㈱肥後銀
行、㈱熊本銀行、熊本県信
用組合大津支店、熊本第一
信用金庫）が融資した資金の
損失補償

２．融資枠　水洗化改造資金
（1件）500千円

金融機関と大津町との間
に締結した損失補償協定
に基いた範囲をもって限
度額とする。

令和4年度まで 同限度額

同上 同上 令和5年度まで 同限度額

同上 同上 令和6年度まで 同限度額

同上 同上 令和7年度まで 同限度額

同上 同上 令和8年度まで 同限度額

大津町浄化センター等包括
的民間委託

 総額　630,267　千円 令和元年度
～

令和3年度

417,120 令和4年度 213,147 213,147

マンホールポンプ管理包括
的民間委託

 総額　 57,862  千円 令和元年度
～

令和3年度

38,870 令和4年度 18,992 18,992

大津町浄化センター水処理
施設増設工事事業委託

 総額　645,000　千円  令和3年度 235,000 令和4年度 410,000 225,500 166,000 18,500

（単位：千円）

債務負担行為に関する調書

左の財源内訳
事項 限度額

金額

前年度末までの
支払義務発生（見込）額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

金額



１
(1)

イ 336,332,769
ロ 383,955,418

△ 45,397,971 338,557,447
ハ 10,828,712,420

△ 956,918,474 9,871,793,946
ニ 1,624,420,145

△ 362,431,393 1,261,988,752
ホ 279,565

△ 265,587 13,978
ヘ 1,715,435

△ 1,629,678 85,757
ト 27,709,543

11,836,482,192
(2)

イ 99,068,467
ロ 1,044,000

100,112,467
(3)

イ 44,087,925
44,087,925

11,980,682,584

２
(1) 388,424,218
(2)

イ 56,302,740
ロ 貸倒引当金 △ 146,106 56,156,634

444,580,852
12,425,263,436

流動資産合計
資産合計

未収金

流動資産
現金・預金

未収金

有形固定資産合計
無形固定資産

電話加入権
無形固定資産合計

投資その他の資産

施設利用権

減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
工具器具及び備品
減価償却累計額

基金
投資その他の資産
固定資産合計

有形固定資産

令和４年度  大津町公共下水道事業会計　予定貸借対照表

（令和５年３月３１日）　
（単位：円）

資   　産   　の   　部

固定資産

建設仮勘定

土地
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
機械及び装置

―説９―



―説１０―

３

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債 3,171,952,176

3,171,952,176

４

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債 285,047,385 285,047,385

(2) 343,617,295

(3)

イ 991,000

ロ 206,000 1,197,000

629,861,680

５

(1) 4,723,131,931

△ 514,771,245 4,208,360,686

(2) 受贈財産評価額長期前受金 983,252,407

△ 74,858,433 908,393,974

(3) 662,364,743

△ 59,223,153 603,141,590

(4) 58,095,756

△ 811,835 57,283,921

5,777,180,171

9,578,994,027

他会計補助金

収益化累計額

受益者負担金長期前受金

収益化累計額

繰延収益合計

負債合計

収益化累計額

賞与引当金

法定福利費引当金

流動負債合計

繰延収益

国庫補助金長期前受金

収益化累計額

固定負債

企業債

引当金

固定負債合計

流動負債

企業債

未払金

負   　債   　の   　部



６

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 2,435,052,568

ロ 繰入資本金 399,140,000 2,834,192,568

資本金合計 2,834,192,568

７

(1)

イ 188,031,876

ロ 7,148,529

195,180,405

(2)

イ 183,103,564

△ 183,103,564

12,076,841

2,846,269,409
12,425,263,436

受贈財産評価額

利益剰余金

未処理欠損金合計

負債資本合計

資本剰余金合計

当年度未処理欠損金

剰余金合計

資本合計

資     本     の     部

資本金

剰余金

資本剰余金

国庫補助金

―説１１―



―説１２―

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
　　定額法

主な耐用年数
2 ～ 45 年
2 ～ 50 年
2 ～ 20 年

2 年
2 年

（２）引当金の計上方法
イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金
職員の退職手当は、退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計が

　　 その全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

ハ．賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、当事業年度末における支給見込額に

　 　基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２.予定貸借対照表等に関する注記

（１）企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、

　　　124,175千円である。

３．セグメントの概要
大津町公共下水道事業会計では公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

工具器具及び備品

注記

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具



４．その他の事項に関する注記

（１）引当金の目的使用による取り崩し（予定）
当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当を支出するため賞与引当金2,274千円を使用し、これに伴う法定福利費

　　　 を支出するため法定福利費引当金472千円を使用する。

―説１３―



―説１４―

円 円 円

１

(1) 419,278,382

(2) 211,760 419,490,142

２

(1) 19,541,868

(2) 9,894,545

(3) 177,187,234

(4) 45,179,574

(5) 467,754,740

(6) 1,289,947 720,847,908

301,357,766

３

(1) 881

(2) 補助金 61,267,000

(3) 221,711,821

(4) 雑収益 170,731 283,150,433

４

(1) 44,042,639 44,042,639 239,107,794

62,249,972

５

(1) 197,620 197,620 △ 197,620

62,447,592

64,781,396

127,228,988

　　前年度繰越欠損金

　　当年度未処理欠損金

　　当年度純損失

営業外収益

受取利息及び配当金

長期前受金戻入

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

経常損失

特別損失

過年度損益修正損

営業損失

ポンプ場費

減価償却費

令和３年度  大津町公共下水道事業会計　予定損益計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）　

営業収益

下水道使用料

その他営業収益

営業費用

管渠費

処理場費

総係費

資産減耗費



１
(1)

イ 336,332,769
ロ 383,955,418

△ 30,265,314 353,690,104
ハ 10,288,749,723

△ 633,137,392 9,655,612,331
ニ 1,182,056,510

△ 268,023,473 914,033,037
ホ 279,565

△ 251,608 27,957
ヘ 1,715,435

△ 1,543,872 171,563
ト 457,797,786

11,717,665,547
(2)

イ 101,090,272
ロ 1,044,000

102,134,272
(3)

イ 44,087,044
44,087,044

11,863,886,863

２
(1) 313,549,318
(2)

イ 60,404,400
ロ 貸倒引当金 △ 146,106 60,258,294

373,807,612
12,237,694,475

投資その他の資産
固定資産合計

流動資産
現金・預金

未収金
その他未収金

流動資産合計
資産合計

基金

減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
工具器具及び備品
減価償却累計額
建設仮勘定
有形固定資産合計

無形固定資産
施設利用権

無形固定資産合計
投資その他の資産

電話加入権

機械及び装置

令和３年度  大津町公共下水道事業会計　予定貸借対照表

（令和４年３月３１日）　
（単位：円）

資   　産   　の   　部

固定資産
有形固定資産

土地
建物
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額

―説１５―



―説１６―

３

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債 3,193,699,561

3,193,699,561

４

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債 306,010,321 306,010,321

(2) 279,738,988

(3)

イ 989,000

ロ 213,000 1,202,000

586,951,309

５

(1) 4,446,541,022

△ 354,096,421 4,092,444,601

(2) 受贈財産評価額長期前受金 983,252,407

△ 48,612,382 934,640,025

(3) 652,461,107

△ 37,867,048 614,594,059

(4) 37,644,756

△ 248,821 37,395,935

5,679,074,620

9,459,725,490

収益化累計額

収益化累計額

受益者負担金長期前受金

収益化累計額

他会計補助金

収益化累計額

繰延収益合計

負債合計

国庫補助金長期前受金

企業債

固定負債合計

流動負債

企業債

未払金

引当金
賞与引当金

法定福利費引当金

流動負債合計

繰延収益

固定負債

負   　債   　の   　部



６

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 2,435,052,568

ロ 繰入資本金 274,965,000 2,710,017,568

資本金合計 2,710,017,568

７

(1)

イ 188,031,876

ロ 7,148,529

195,180,405

(2)

イ 127,228,988

127,228,988
67,951,417

2,777,968,985
12,237,694,475

資本合計
負債資本合計

国庫補助金

受贈財産評価額

資本剰余金合計

利益剰余金

当年度未処理欠損金

未処理欠損金合計

資本剰余金

資     本     の     部

資本金

剰余金

剰余金合計

―説１７―



―説１８―

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
　　定額法

主な耐用年数
2 ～ 45 年
2 ～ 50 年
2 ～ 20 年

2 年
2 年

（２）引当金の計上方法
イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金
職員の退職手当は、退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計が

　　 その全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

ハ．賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、当事業年度末における支給見込額に

　 　基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２.予定貸借対照表等に関する注記

（１）企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、

　  　134,437千円である。

３．セグメントの概要
大津町公共下水道事業会計では公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

工具器具及び備品

注記

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具



４．その他の事項に関する注記

（１）引当金の目的使用による取り崩し（予定）
当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当を支出するため賞与引当金2,183,486円を使用し、これに伴う法定福利費

　　　 を支出するため法定福利費引当金449,714円を使用する。

―説１９―


